
入院給付金付災害書」増特約・ガン死亡特約付福祉団体定期保険
十見舞金。祝金制度

【個人情報のお取扱いについてのお知らせ】
本共済帝」度におきましては、事業主ならびにご加入者の方々の個人1青報を次のとおり取り扱いますので、こ同意のうえ、お申込みくださしヽ。

①こ加入者の個人情報 (氏名J生別・生年月日等)は、こ加入者の同意に基づき、会員事業所 (事業主)から当商工会議所に提供されます。

②当商工会議所は、会員事業所 (事業主)より提供を受けた事業主およびこ加入者の個人情報につしヽて、本制度の事務手続、各種サービスの案内・

提供のために使用するとともに、事業主およびこ加入者の同意に基づき、本制度の運営のために締結してしヽる福祉団体定期保険契約を引き受|サ
るアクサ生命保険株式会社 (以下、「アクサ生命」という)にこれを提供します。

③アクサ生命は、当商工会議所から提供を受けた事業主ならびにこ加入者の個人情報を各種保険契約の引き受け・継続・維持管理その他保険に関
連 付随する業務のために使用し、また各種商品・サービスの案内 提供、契約の維持管理、引受保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商
品・サービスの充実に使用する場合があります。アクサ生命は、当商工会議所をはじめ事業主ならびに再保険会社に対し必要な範囲内でこれを
提供します。

④l国人1青報に変更等が発生した際にも、引き続き当商工会議所およびアクサ生命においてそれぞれ②③に準じイ国人情報が取り扱われます。

⑤福祉団体定期保険契約の引受保険会社が変更される場合は、事業主およびこ力日入者の個人情報が変更後の保険会社に提供され引き継がれます。

【こ意向に沿つた商品内容か必すこ確認ください】
重要事項説明書 (契約概要 注意喚起1青報)ならびに「当パンフレット」に記載の保障内容,保険金額・保険料等が、お客様こ自身のこ意向に沿つた

内容となつてしヽるかを必すこ確認のうえ、お申込みください。

※このパンフレットはお申込みいただいた後も、大切に保管しておしヽてください。
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ン計! 一一に

攣 剰余金があれば
24時間保障

dr館山商工会議所
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日数

給付内容
l    E 2■1回 3■1回 4■1回 SI□

不 慮 の 事 故 に よ る 死 亡
く死亡保険金十災害保険金〉

250万 円 500万 円 750万 円 1′000万 円 1′250万 円

ガ ン に よ る 死 亡
〈死亡保険金キガン死亡保険金〉

100万 円 200万 円 300万 円 400万 円 500万 円

ガ ン以 外 の 病 気 による死 亡
〈死亡保険金〉 50万円 100万 円 150万 円 200万 円 250万 円

載賓贔錬経躍贔議品デ 250万 円 500万 円 /50万 円 1′000万 円 1′250万 円

病 気 に よ る 高 度 障 害
〈高度障害保険金〉

50万 円 100万 円 150万 円 200万 円 250万 円

不 慮 の 事 故 に よ る 入 院
〈入院給付金〉(5日以上60日限度)

1日につき

2,000円
1日につき

4′000円
]国につき

6′OOO円
]日につき

8,000円
1国につき

10.000円
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！
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！金
！制
度
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叩
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5′000円

一律

10′000円

― 律

15′OOO円

一 律

20′000円

一 律

25′000円

金
醐
舞
限回

見
１

院
年ヽ入児

を対
側
病
御

一律

5′000円

一 律

10′000円

一 律

15′000円

一
律

20′000円

一 律

25′000円

結 婚 祝 金
( 1年 以 上 加 入 者 )

10′000円 15′000円 20′000円 25′000円 30′000円

出 産 祝 金
( 1年 以 上 加 入 者 )

10′000円 15′000円 20′000円 25′OOO円 30′000円

満 了 祝 金
(フ0歳満了時5年以上加入した方)

5′000円 10′OOO円 *** *** ***

ン|1豪封会
(単位:円)

*上記掛金に|よ保険料のほか、運営費が含まれています。
*本保険期間中は、1]月 ]国現在の年齢に応じて決まる掛金が、加入時 更新時から適用されます。
(年齢は満年齢で計算し、1年末満の端数十よ6ヵ月を超えるものについて|よ切り上げて]年とし6ヵ月までのものについては切り捨てます。)
※60歳 6ヵ月超の方|よ3口までのこ加入に限らせてしヽただきます。なお、65歳 6ヵ月を超えた方は2回を限度として、フ0歳 6ヵ月まで継続でき
ます。

t■
……ヤ~'‐`……………V や………………‐…  … ……………‐―――…

去艦 揺築望あ;島菜査話した芯操
金は全額損金に算入でき、その掛金は役員、;
従業員の所得税の対象にもなりません。  |

夢‖Bll 古ゴ堪鼻|

IS歳|■|‐0歳
男1生 850 1′ア00 2′550 3′400 4′250

女性‐ 850 1′ア00 2′550 3′400 4′250

01歳■165歳
男性 1′253 2′505 3′758 *** ***

女性 983 1′966 2′949 *** ***

|1歳～1/O歳
(継続|のみ)|

男1生 1′55ア 3′114 *** *** ***

女1生 l′101 2′201 *** *** ***

個人事業主が従業員のために負担した控卜 |
金は全額必要経費に算入でき、その掛金 !
|よ従業員の所得税の対象にもなりません。:

(法基通9-35)(所 基通3631の 2) |

記載の税務についてのお取扱いは平成21年 9月現在の税制に基づいた一般的なお取扱いをこ案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合
があります。また、このお取扱いは将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必すこ確認ください。



ン1毎社田1体定期保1確の|お支払↓||'いて
死 亡  保  険  金 …保険期間中に加入者が死亡されたときお支払いします。

高 度 障 害 保 険 金…保険期間中に加入者がカロ入日以後生じた傷書または疾病によつて所定の高度障害状態 (※1)の いすれかになられたときお支
払いします。

災 害  保  険  金 …保険期間中に加入者が加入日以後発生した不慮の事故による傷書を直接の原因として、その事故の日から180日 以内に死
亡されたときまたは所定の感染症で死亡されたときお支払いします。

災書高度障害保険金…保険期間中に加入者が加入日以後発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日 以内に所
定の高度障害状態 (※1)の いすれかになられたときまたは所定の感染症により所定の高度障害状態 (※])の いすれかに
なられたときお支払いします。

入 院  給  付  金 …保険期間中に加入者がカロ入日以後発生した不慮の事故による傷書を直接の原因として、その事故の日から180日 以内に5
日以上入院されたときお支払いします。ただし同一事故による入院は60日 を眼度とします。

ガ ン死 亡 保 険 金…加入者が責任開始期以後に診断確定されたガン (※2)を 直接の原因として保険期間中に死亡されたときお支払いします。
*効力発生日からその日を含めて90日 を経過した国の翌日から責任開始となります。

◎高度障害保険金をお支払しヽした場合、この保険は消滅します。よつて、その他の保険金 ・給付金のお支払いはなくなります。

米十1再序暉害球皆||
]両 眼の視力を全く永久に失つたもの
2言 語またはそしゃくの機能を全く永久に失つたもの
3中 枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要
するもの
4胸 腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5両 上肢とも、手関節以上で失つたかまた|よその用を全く永久に
失つたもの
6両 下肢とも、足関節以上で失つたかまた|よその用を全く永久に
失つたもの
ア ]上肢を手関節以上で失い、かつ、]下肢を足関節以上で失つ
たかまたはその用を全く永久に失つたもの
8]上 肢の用を全く永久に失い、かつ、]下肢を足関節以上で失つ
たもの

1米'1将1柔|■る1事呼打年物||
1回 唇、回腔および咽頭の悪性新生物
1消 化器の悪ヤ性新生物
1呼 吸器および胸控内臓器の悪性新
1生 物
1骨 および関節軟骨の悪性新生物
1皮 膚の黒色腫およびその他の悪性
1新 生物
1中 皮および軟部組織の悪性新生物
1乳 房の悪性新生物
1女 性1と器の悪1堂新生物
1男 性性器の悪性新生物
1尿 路の悪性新生物

眼、脳および中枢神経系のその他の
部位の悪1生新生物
甲状腺およびその他の内分洲掬の悪性新
動
部位不明確、続発部位および部位不
明の悪性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組
織の悪性新生物
独立した (原発性)多 部位の悪性新
生物
上皮内新生物

0次 の場合には保険金 ・給付金をお支払いできませんので、お申込みに際し特にこ注意ください。

A.死亡保険金・高度障害保険金について
①加入者が加入日から1年以内に自殺したとき
②保険契約者 保 険金受取人の故意によるとき
③保険契約者また|よ加入者の故意また|よ重大な過失により、事実を
告げなかつたり不実のことを告げたとき
④戦争その他の変乱によるとき
⑤加入者の故意により高度障害状態になられたとき
B,災害保険金・災書高度障害保険金・入院結付金について
①保険契約者または加入者の故意また|よ重大な過失によるとき
②受取人の故意または重大な過失によるとき
③加入者の犯罪行為によるとき

④加入者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤加入者が法令に定める運転資格を持たなしヽで運転している間に生
じた事故によるとき
⑥加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転を
してしヽる間に生じた事故によるとき
②地震、噴火また|よ津波によるとき
③戦争その他の変舌しによるとき
C.ガン死亡保険金について
①保険契約者または加入者の故意また|よ重大な過失により、事実を
告|ザなかつたり不実のことを告|ザたとき

(注)]サ曽額された場合の増額部分については上記の励日入」とあるところを「増額」と読み替えてください。

2詐 欺行為、保険金等の不法取得目的による加入・更新があつた場合には、その加入者の加入 更新|よ無効となり、保険金等のお支払いはできません。

ン1見寿金■れ金寺1度|の給付■→|いて
①見舞金および祝金は、当商工会議所独自の見舞金 祝金制度の運営費によってまかなわれます。
②「病気入院見舞金」は、10国 以上の継続入院をしたとき、「事故通院見舞金」はケガで 10日 以上通院をしたとき、それぞれ年 1回
限度として、日数にわ`かわらす見舞金を支給いたします。
①「結婚祝金」は加入者が結婚したとき、「出産祝金」は加入者または配偶者が出産したとき、それぞれ ]口 10,000円 、1回ことに
5,000円 すつ増額して支給いたします。なお、「結婚祝金 出産祝金」のお支払いは、加入後 ]年以上の方に限ります。
④「満了祝金」は5年 以上加入し、70歳 満了を迎えられたとき支給いたします。

※詳細は、「見舞金 祝金制度」規約にてこ確認ください。

テ|夕|サ|め|‐付1帯|サ|■|ピ|ス‖    ア クサ生命のカロ入者向けサービス

〈サービスの一例〉
・健康電話相談 G目談料・通話料無料)

気になる症状や育児、介護、心の悩み、医療機関情報など、専門の相談員が24時 間対応いたします。

。中小企業経営者 人 事労務相談 は目談料無料)

経営者の方々の各種労働関係法令に関するお問合せや労務管理上のこ相談に、信頼できる専門家がお答えします。

このサービスは「生命共済制度」こ加入の皆様とそのこ家族でこ利用しヽただけます。

(※サービスによつては、一部有料のものもこざいます。)

サービスのこ利用方法等の詳細は、アクサ生命ホームページ(httpi〃www.axaico=ip/lre/)をこ覧ください。
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保険期間は1年間 (平成21年 11月 1日～平成22年 10月 31日 )で 、毎年自動的に更新します。

(見舞金・祝金)…・見舞金・祝金制度については本制度への加入が継続している間のお取扱いとなります。

1館 山商工会議所会員 (特別会員を含む)の 役員 '事業主 ・従業員 (家族従業員を含む)で 平成21

年 11月 1日現在年齢が14歳 6ヵ月を超え65歳 6ヵ月までの方で、加入 (増額)す ることに同意

した方が加入できます。ただし、60歳 6ヵ月超の方は3口までとなります。なお、65歳 6ヵ月を

超えた方は2口を限度としてフ0歳6ヵ月まで継続できます。

2.加入者は申込日現在、正常に勤務中の方とします。

ただし、次に該当する方は加入 (増額)す ることはできません。もし、加入 (または増額)さ れ

ても保険金等のお支払しヽができない場合がありますので、こ了承ください。

①加入申込日から過去]年以内に、病気やけがで手術を受けたことまたは継続して2週間以上の入院をしたこ

とがある方。

②加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで2週間以上にわたり医師の治療 ・投薬を受けたことがある方。

:病 気 ・けがの例示
!心 臓病 ・高血圧症 ・脳卒中 ・精神病 ・てんかん ぜ んそく。肺結核 ・胃かしヽよう 十 二指腸かいよう
!肝 臓病 ・腎臓病 緑 内障 ・がん ・糖尿病 ・リウマチ ・頭部外傷 ・その他

3上 記1・2の要件を満たす方全員のこ加入が必要となります。

4当 所を脱会された場合など加入資格を失われた場合には、こ加入は継続できませんのですみやか

に脱退手続をお取りください。

◎死亡保険金 ・高度障害保険金が支払われた場合、なのはな共済わ`らは脱退となりますので、その

他の保険金 ・給付金および見舞金 ・祝金等のお支払いはありません。

all入申込月の翌々月 ]国から効力が発生します。

all入の申込は所定のall入申込書により、当商工会議所にお申込みください。

加入者がこの制度から脱退される場合は当商工会議所にこ連絡くださしヽ。

なお、脱退されてもそれに伴う払戻金等はありません。

ンン1効焼:煎はⅢ

ン 加八1明退手続

ン カロ八者証の発行1カ 日
入者に対しては、 「カロ入者証」を発行します。

ン掛会|の|→み込|み

ン竪療jき.罷察

初回掛金の振替ができなかつた場合、翌月に2カ月分の振替をいたします。2ヵ月連続して振替がで

きなかつた場合は、申込取消とみなします。

こ加入後掛金の振替ができなかつた場合、翌月に2カ月分の振替をいたします。2ヵ月連続して振替
ができなかつた場合は、最後に振り替えられた月の翌月末国をもつて脱退となり、以降の保障はな

くなります。

]保 険金 ・給付金の受取人は、加入申込書の 「保険金 ・給付金受取人指定」欄の中から加入者の同

意を得て選択していただいた方とします。保険期間中に加入者が死亡した場合は、遺族の了剣を

得て請求手続をおこなつてください。また、高度障害状態になられたとき、不慮の事故で入院し

たときは、加入者の了知を得てこ請求ください。

2見 舞金 ・祝金の受取人は加入者です。商工会議所に備え付けの書類により請求手続をおこなつて

ください。

1年ことに収支計算をおこなつて乗」余金が生じた場合に|よ、配当金としてお返しいたします。

ただし、中途で脱退された方についての配当金はありません。ンン1配|1当 ‐金

審 鑑 縫 穂喜係欝 鰹 戦 盤 纏 躙
!ン ン 稲 瞥ン ヽ

隅 騒 麒 曇 蓬
が図られること|がありますが、この場合にも、こカロ入時の保険金額、                こ とがあります。詳細については、
生命保険契約者保護機構までお問合せください。|‐生命保険契約者保護機構 httpノ/― ,sethohogoJp/ TEL 03.3286‐ 2820

なの1よな共済|よ館山商工会議所が、アクサ生命保険株式会社

と締結した福祉団体定期保険 (入院給付金付災署書J増特約 ・

ガン死亡特約付)と 当商工会議所独自の見舞金 祝 金制度を

会員の皆様にこ利用いただくものです。なのはな共済|よその

運営を安全かつ円滑にするために内容の一部を変更すること

があります。

被保険者 (カロ入者)の皆様ヘ

福祉団体定期保険は契約者…館山商工会議所、被保険者 商 工会議所の会

員の役員・事業主・従業員、保険料負担者…商工会議所の会員とした保険期

間]年の定期保険です。こ加入にあたつては、本パンフレット記載の内容 (特

に☆印事項)をこ確認ください。なお、こ加入保険金額につしヽては加入申込

書記載の金額です。パンフレットと加入申込書をあわせてこ確認くださしヽ。

館山商工会議所
〒2940047 千 葉県館山市八幡821番地

TEL 0470-22-8300

[福祉団体定期保険引受保険会社]

Zア クサ生命保険株式会社

redenming/Standards

〒108-8020東 京都港区白金1173

TEL 03‐673フ‐777フ(十t表)

アクサ生命保険株式会社 木更津営業所館山分室

〒294004フ 千 粟県館山市八幡821番地 館山商工会館

TEL 0470‐23-6079

AXA 0909‐2298/32■


